
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

１ 

37.5

6.0

11.3

9.3

8.8

7.7

10.5

5.8

2.9

0 10 20 30 40

和歌山市

海南市・海草郡

紀の川市・岩出市

橋本市・伊都郡

有田市・有田郡

御坊市・日高郡

田辺市・西牟婁郡

新宮市・東牟婁郡

無回答

(%)

２ 

 

 

       県民の人権に関する意識等の実態を把握し、和歌山県の人権関係施策の基本的方向を検討する 

ための基礎資料とする。 

         満 18 歳以上の県民 3,000 人 

         郵送による調査票の配布・回収 

         1,356 件（45.5%） 

         令和５年６月２日（金）～令和５年６月 30 日（金） 

 

回答者数＝1,356 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度人権に関する県民意識調査結果の概要 

県民意識調査の実施概要 

調査目的 

調査対象 

調査方法 

有効回答数 

調査期間 

1.4

8.0

12.5

15.1

19.4

22.1

18.6

2.9

0 10 20 30

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

(%)

性 別 年 齢 

職 業 居住地域 

回答者について 

3.7

7.2

6.9

27.4

18.5

2.7

10.9

18.7

1.1

2.9

0 10 20 30

農林水産業

自営業

公務員

会社員・団体職員

パート、アルバイト

学生

家事に従事

無職

その他

無回答

(%)

男性

39.7%

女性

57.2%

その他

0.2%

無回答

2.9%



 

２ 

 

 

問１ あなたは、人権についてどのようにお考えですか（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 「人権」に関する次のＡからＣの各設問について、あなたはどのようにお考えですか 
（○はそれぞれ１つずつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    人権全般に関する県民意識 １ 

Ａ 今の和歌山県では、人権は十分守られていると思いますか 

37.2

38.8

38.4

43.6

35.9

41.1

42.2

40.5

2.8

5.3

6.3

7.8

3.6

4.1

3.7

5.4

20.4

10.8

9.4

2.7

一人ひとりの人権は何よりも

尊重されなければならない

一人ひとりの人権は尊重され

るべきだが、ある程度の制約

もやむを得ない

人権の名のもとに、権利の乱用がみられること

があるので、むしろ制限されるべきである

わからない

無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査
(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査
(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査
(回答者数=1,581)

(%)
0 20 40 60 80 100

10.7

8.8

7.3

6.6

37.2

40.3

40.6

36.2

39.4

37.6

35.7

38.9

4.1

8.4

9.8

10.3

2.3

1.9

2.5

4.2

6.4

3.0

4.1

3.7

守られている

と思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

守られていると

思わない

無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査
(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査
(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査
(回答者数=1,581)

(%)
0 20 40 60 80 100

※ 平成 30 年度調査までの選択肢は「そう思う」「まあそう思う」「どちらとも

いえない」「あまりそう思わない」「そうは思わない」 

▼県民意識調査 



 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6

6.6

7.1

10.2

25.4

22.5

20.4

26.3

46.5

46.2

46.3

36.7

8.3

15.9

16.5

16.3

5.8

5.1

5.0

6.8

6.4

3.6

4.6

3.7

高くなって

きていると思う

どちらかといえば

そう思う どちらともいえない

どちらかといえば

そう思わない

高くなってきて

いると思わない

無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査
(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査
(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査
(回答者数=1,581)

(%)
0 20 40 60 80 100

7.4

6.3

5.7

5.4

30.6

30.7

27.9

26.9

42.0

39.4

42.0

38.9

9.3

16.5

16.1

19.1

4.1

3.6

4.1

5.3

6.6

3.4

4.2

4.3

行われている

と思う

どちらかといえば

そうと思う どちらともいえない

どちらかといえば

そう思わない

行われていると

思わない

無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査
(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査
(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査
(回答者数=1,581)

(%)
0 20 40 60 80 100

Ｂ 今の和歌山県では、人権を守る教育・啓発活動が十分行われていると思いますか 

Ｃ ５年前に比べて県民の人権意識は高くなってきていると思いますか 

県民意識調査▼ 

※ 平成 30 年度調査までの選択肢は「そう思う」「まあそう思う」「どちらとも

いえない」「あまりそう思わない」「そうは思わない」 

※ 平成 30 年度調査までの選択肢は「そう思う」「まあそう思う」「どちらとも

いえない」「あまりそう思わない」「そうは思わない」 



 

４ 

 

問３ 次にあげる人権課題の中で、あなたが関心をもっているものは何ですか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.7

37.1

34.1

55.5

16.1

14.3

10.5

21.5

45.6

19.2

8.1

7.3

19.8

18.5

6.0

46.5

17.6

11.7

16.8

21.6

12.7

14.5

1.3

3.5

2.1

0 20 40 60

女性の人権

子供の人権

高齢者の人権

障害（身体障害・知的障害・精神障害・発達障
害・高次脳機能障害など）のある人の人権

同和問題（部落差別）

外国人の人権

ＨＩＶ（エイズウイルス）感染者、かつてハンセ
ン病を患った人、難病患者の人権

犯罪被害者とその家族の人権

情報化社会における人権侵害（インターネット上
での人権侵害、プライバシーに係る人権侵害）

性的少数者の人権 ※1

刑を終えて出所した人の人権

ホームレスの人権

災害時における人権問題 ※2

北朝鮮当局による拉致問題 ※2

アイヌの人々の人権 ※2

働く人の人権（職場におけるハラスメントの問題
や長時間労働など） ※3

医療の現場における患者の人権

自殺で亡くなった人やその遺族の人権 ※2

ひきこもりの状態にある人やその家族の人権
※2

環境問題

公権力（国や地方公共団体）による人権侵害

新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害
※2

その他

関心がない

無回答

21.5

27.3

21.5

42.7

8.3

2.8

2.6

15.9

27.8

6.5

3.3

1.7

38.2

14.1

11.5

10.0

0.8

1.9

2.6

0 20 40 60

25.2

27.7

28.0

39.2

10.5

2.9

3.2

14.9

29.5

3.9

3.5

2.3

31.4

17.2

14.5

10.3

1.8

1.3

2.4

0 20 40 60

21.3

22.2

35.4

32.5

13.1

2.7

4.7

16.0

28.1

3.1

2.8

3.4

18.7

19.2

13.2

1.2

1.8

3.0

0 20 40 60
(MA%)

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査
(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査
(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査
(回答者数=1,581)

▼県民意識調査 

※1 H30 年度調査までは「ＬＧＢＴや性同一性障害のある人などの人権」 

※2 R５年度で新たに設けた選択肢 

※3 H25 年度で新たに設けた選択肢 



 

５ 

11.9 77.1 7.3 3.6

ある ない

わからない

無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

 

問４ あなたは、過去５年間に、人権侵害を受けたことがありますか（○は１つだけ） 
（人権侵害：暴力、いじめ、差別、虐待、プライバシーの侵害など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.7

31.5

25.3

24.7

23.5

4.1

36.1

0.0

42.3

26.8

2.7

36.5

0.0

23.0

20.3

11.8

0.0

0.0

0.0

31.6

0 20 40 60

家族や親せきに
相談した※1

職場の同僚、上司に
相談した※2

友人や先輩に
相談した※1

相手に直接抗議した

(MA%)

何もしなかった

問４で、「ある」と回答された方におたずねします 
 
問４－１ そのときどうされましたか 

（○はいくつでも） 

 ※上位５項目 

問４－１で、「何もしなかった」と回答された方に
おたずねします 
問４－２ なぜそのようにされたのですか 

（○はいくつでも） 

 

Ｒ５年度調査

(回答者数=162)

Ｈ30年度調査

(回答者数=97)

Ｈ25年度調査

(回答者数=74)

Ｈ20年度調査

(回答者数=76)

※1 H20 年度調査の「家族や友人等、身近な人に相談した」は、H25 年度以

降では「家族や親せきに相談した」と「友人や先輩に相談した」に分け

て調査を実施。 

※2 R5 年度で新たに設けた選択肢 

15.1

56.6

26.4

15.1

18.9

32.1

11.3

0.0

0 20 40 60

誰に（どこに）相談すれ
ばよいかわからなかった
から

相手に抗議や誰かに（ど
こかに）相談しても解決
しないと思ったから

抗議や相談することで相
手との関係が悪くなると
思ったから

相談するとプライバシー
が守られないと思った
から

過去に相談したが解決し
なかったから

自分が我慢すればよいと
思ったから

その他

無回答

(MA%)

Ｒ５年度調査(回答者数=53)

県民意識調査▼ 

    人権侵害を受けた経験 ２ 



 

６ 

 

 

 

問５ あなたは、過去５年間に、他の人が人権侵害を受けたことを見たり聞いたりしたことがありますか 
（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.7

22.6

21.1

15.6

14.1

0.0

18.5

0.0

18.1

21.7

0.0

22.7

0.0

15.0

17.7

0.0

37.4

0.0

15.0

0.0

0 10 20 30 40 50

人権侵害を受けて
いる本人に話を聞
いた※1

職場の同僚、上司
に相談した※1

相手に直接抗議
した

家族や親せきに
相談した※2

何もしなかった

(MA%)

 

問５で、「ある」と回答された方におたずねします 
 
問５－１ そのときどうされましたか 

（○はいくつでも） 

 ※上位５項目 

問５－１で、「何もしなかった」と回答された方に
おたずねします 
問５－２ なぜそのようにされたのですか 

（○はいくつでも） 

※上位５項目 

14.7 67.0 14.6 3.7

ある ない

わからない

無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

(%)
0 20 40 60 80 100

0 Ｒ５年度調査

(回答者数=199)

Ｈ30年度調査

(回答者数=249)

Ｈ25年度調査

(回答者数=220)

Ｈ20年度調査

(回答者数=313)

※1 R5 年度で新たに設けた選択肢 

※2 H20 年度調査の「家族や友人等、身近な人に相談した」は、

H25 年度以降では「家族や親せきに相談した」と「友人や

先輩に相談した」に分けて調査を実施。 

37.8

28.9

20.0

17.8

11.1

0 10 20 30 40

相手に抗議や誰かに
（どこかに）相談して
も、解決しないと思っ
たから

トラブルに巻き込ま
れたくなかったから

相談するとプライバ
シーが守られないと
思ったから

誰に（どこに）相談
すればよいかわから
なかったから

抗議や相談すること
で相手との関係が悪
くなると思ったから

(MA%)

Ｒ５年度調査(回答者数=45)

▼県民意識調査 

    人権侵害を受けたことを見聞きした経験 ３ 



 

７ 

50.4

40.0

32.4

32.2

25.1

44.2

35.2

24.9

12.1

10.6

46.6

33.4

26.6

12.3

7.3

46.2

30.6

27.3

9.4

7.0

0 20 40 60

家事・育児や介護などを男女が共同に行う社会の
仕組みが十分に整えられていない

「男は仕事、女は家事・育児」など、男女の固定的な
役割分担意識がある

職場において、採用や昇進などで男女の
処遇に違いがある

女性の政治への参画や会社役員、管理職などへの
登用が少ない※

職場においてセクハラ（性的嫌がらせ）がある

(MA%)

 

 

 
問６ 子供、配偶者、高齢者、障害のある人などへの虐待や暴力が、あなたのまわりで起きていることを

知った場合、あなたならどのように対応すると思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 女性に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    女性に関する事柄で、問題だと思うこと ５ 

※上位５項目 

※H30 年度調査までは「近所の人、近くに住んでいる友達に相談する」 

※上位５項目 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

45.4

40.3

39.2

25.6

24.9

57.1

31.5

36.1

26.7

23.4

55.3

32.7

36.7

29.0

22.7

37.4

29.0

43.8

27.1

20.9

0 20 40 60

児童相談所、配偶者暴力相談支援センター、地域包括支援
センター、障害者虐待防止センター、警察などへ通報する

虐待や暴力を受けている本人に話を聞く

県、市町村、法務局、人権擁護委員に相談する

近所の人、近くに住んでいる友達・先輩に相談する※

子供の通っている保育所、学校などに相談する

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

県民意識調査▼ 

    子供、配偶者、高齢者、障害のある人などへの虐待や暴力がまわり

で起きていることを知ったときの対応 
４ 

※H30 年度調査で新たに設けた選択肢 



 

８ 

 

 

問８ 子供に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問９ 高齢者に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    高齢者に関する事柄で、問題だと思うこと ７ 

※H30 年度で新たに設けた選択肢 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※上位５項目 

※上位５項目 

69.0

59.9

51.0

37.4

36.2

67.1

24.3

56.2

23.0

19.1

67.7

23.4

51.0

27.6

60.1

23.1

51.7

31.2

0 20 40 60 80

「仲間はずれ」や「無視」、身体への暴力や相手がいやがる
ことをしたり、させたりするなどのいじめを行う

携帯電話などによりインターネットの書き込みなどで
特定の子供が攻撃される

親（保護者）が子供に暴力をふるったり育児を
放棄するなどの虐待をする

親の経済格差が広がり、貧困の状態におかれている
子供がいる※

子供を成績や学歴だけで判断する

(MA%)

42.8

39.7

29.7

29.4

28.3

32.4

34.8

17.7

29.0

35.9

40.5

28.1

41.2

41.4

32.8

0 10 20 30 40 50

低所得のために経済的自立が難しい※1

悪質商法などの消費者被害が多い

認知症の内容や認知症患者のニーズが
理解されていない※3※4

特別養護老人ホームや在宅介護などの
介護や福祉サービスが十分でない

就労の機会が少ない※2

(MA%)

※1 H30 年度調査までは「仕事に就く機会が少ないために経済的な自立が難しい」 

※2 R5 年度調査で新たに設けた選択肢 

※3 H30 年度調査で新たに設けた選択肢 

※4 H30 年度調査までは「認知症の原因や症状を理解せずに認知症高齢者の視点やニーズを重視

しない対応をしている」 

▼県民意識調査 

    子供に関する事柄で、問題だと思うこと ６ 



 

９ 

46.7

31.1

31.0

21.7

20.9

52.9

17.8

28.5

20.7

13.9

51.2

18.7

28.4

21.0

49.0

24.7

27.3

13.5

0 20 40 60

外国人の生活習慣や宗教・文化への理解や認識が
十分でない

就職や仕事の内容、待遇などで、不利な条件に
おかれている

日常生活において、外国語の情報が少ないために、
十分なサービスを受けることができない

外国人のための日本語や日本文化に関する教育の
機会が十分にない

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動
（いわゆるヘイトスピーチ）がある※

(MA%)

 

 

問10 障害（身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・高次脳機能障害など）のある人に関する事柄で、
人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問11 日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.2

41.7

29.0

27.3

23.0

58.3

40.0

18.1

14.9

5.6

61.2

44.5

21.4

15.0

7.6

63.3

45.5

23.0

15.9

0 20 40 60 80

障害についての理解や認識が十分でない※1

仕事に就く機会が少なく、また障害のある人が
働くための職場の環境整備が十分でない

道路や駅などのバリアフリー化が進んで
いないため外出しづらい

障害のある人を避ける、あるいは傷つける
言葉や障害をたとえた表現を使う

判断能力が十分でないことに乗じ、詐欺などの
被害が発生している※2※3

(MA%)

    外国人に関する事柄で、問題だと思うこと ９ 

※1 H30 年度調査までは「障害のある人に関する人々の認識が十分でない」 

※2 H25 年度調査で新たに設けた選択肢 

※3 H30 年度調査までは「判断能力が十分でない障害のある人に対する詐欺など犯罪が多い」 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※上位５項目 

※上位５項目 

※H30 年度調査で新たに設けた選択肢 

県民意識調査▼ 

    障害のある人に関する事柄で、問題だと思うこと ８ 



 

１０ 

 
 
 
 

問12 ＨＩＶ感染者やかつてハンセン病を患った人、難病患者に関する事柄で、人権上、特にどのような
ことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問13 犯罪被害者とその家族に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.1

33.1

24.9

21.6

21.2

68.9

36.5

23.4

20.9

16.0

67.0

36.4

25.1

19.8

18.2

66.2

36.9

30.6

25.4

17.6

0 20 40 60 80

病気についての理解や認識が十分でない

病気の後遺症が残っている、感染している、難病であるという
だけで本人や家族が世間から好奇または偏見の目で見られる

医療保険が対象とならない治療方法があるなどの理由で、
医療費が高額になり、十分な治療が受けられない

医療施設や療養環境が十分でない

社会復帰が困難である※

(MA%)

    犯罪被害者とその家族に関する事柄で、問題だと思うこと 

※H30 年度調査までは「患者の社会復帰が困難である」 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※上位５項目 

※上位５項目 

50.3

48.1

44.1

43.0

28.9

35.0

27.2

59.8

43.7

12.2

32.7

29.2

55.8

37.3

15.0

29.7

28.1

54.6

34.3

13.4

0 20 40 60 80

被害や被害者などがうわさ話などの対象となり、
二次被害を受けている※1

捜査や裁判に関して心理的・時間的・経済的な
負担が大きい

マスメディアによる行き過ぎた取材のため日常的な
生活を送ることができない

被害者の写真や履歴などが公表され、
プライバシーが侵害されている

被害者に対する金銭の公的な
支援制度が十分でない※2

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※1 H30 年度調査までは「被害や被害者自身について周囲の人から無責任なうわさ話等の二次

被害を受けている」 

※2 H30 年度調査までは「被害者に対する金銭的な支援制度が十分でない」 

▼県民意識調査 

    ＨＩＶ感染者やかつてハンセン病を患った人、難病患者に関する

事柄で、問題だと思うこと 



 

１１ 

59.4

37.2

26.4

26.0

25.9

64.9

31.2

18.7

23.2

0 20 40 60 80

理解や認識が不足している

性的指向・性自認について公表できる・したいと
思える社会になっていない

侮辱や、いやがらせがある

同性婚ができず、また自治体におけるパートナーシップ
制度の導入も進んでいない※

相談・支援体制が十分ではない

(MA%)

 
 
 

問14 インターネットを利用した人権侵害やプライバシーに係る人権侵害について、特にどのようなこ
とが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問15 性的少数者に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    性的少数者に関する事柄で、問題だと思うこと 

※1 H30 年度調査までは「出会い系サイトなどが犯罪や自殺を誘発する場となっていること」 

※2 H25 年度調査で新たに設けた選択肢 

※R5 年度調査で新たに設けた選択肢 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

※上位５項目 

※上位５項目 

65.3

49.3

49.0

46.1

44.2

57.5

50.5

39.7

11.0

28.0

57.8

42.1

29.3

15.1

32.5

49.0

48.1

52.1

0 20 40 60 80

インターネット上に他人を誹謗中傷する表現や差別を
助長する表現を用いた情報を掲載する

子供たちの間で、インターネットを利用した
「いじめ問題」が発生している

ＳＮＳなどが犯罪や自殺を誘発する場となっている※1

インターネットを利用した詐欺などが発生している※2

個人情報流出により知らない企業や団体からダイレクト
メールが届いたり、訪問や電話の勧誘をうける※2

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

県民意識調査▼ 

    インターネットを利用した人権侵害やプライバシーに係る人権 

侵害で、問題だと思うこと  



 

１２ 

 
 
 

問16 働く人に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問17 医療の現場における患者に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか 
（○はいくつでも） 

 

 

 

  

52.9

48.2

38.8

36.7

35.7

50.3

33.4

27.5

28.8

43.9

31.2

19.5

27.7

0 20 40 60

長時間労働が続く、あるいは休暇が取得しづらい※1

サービス残業が発生している※2

育児や介護との両立に必要な職場環境の整備が十分でない

職場におけるハラスメントがある

非正規雇用者と正規雇用者の待遇に差がある※3

(MA%)

    

※1 H30 年度調査までは「長時間労働や休暇の取りにくさなどから健康で文化的な生活がおくれない」 

※2 R5 年度調査で新たに設けた選択肢 

※3 H30 年度調査までは「非正規雇用者と正規雇用者の待遇の差が大きくなっている」 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

※上位５項目 

※上位５項目 

32.7

30.5

27.7

27.5

18.8

0 10 20 30 40

診断を受けた医師とは異なった医師からの意見聴取
（セカンドオピニオン）を受ける機会が十分ではない

医療過誤（医療ミス）が発生した場合に、
患者の権利が守られる体制がない

救急患者の受け入れが拒否されることがある

女性専用外来が不足している、あるいは近くにない

医師から治療について、その方法を選択し承諾す
るのに必要な情報を受ける権利（インフォームド

コンセント）が守られていない

(MA%)

Ｒ５年度調査(回答者数=1,356)

▼県民意識調査 

    働く人に関する事柄で、問題だと思うこと 



 

１３ 

 
 
 

問18 同和問題（部落差別）について、どういうきっかけで知りましたか（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問19 同和問題（部落差別）に関して、現在、どのような問題があると思いますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問20 仮に、あなたに子供がおり、あなたの子供が結婚しようとする相手の方が、同和地区の人であると

わかったとき、あなたはどうしますか（○は１つだけ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.8

15.3

14.3

14.0

12.8

40.3

15.4

15.0

10.8

15.2

43.6

21.5

17.2

15.3

45.9

18.0

19.0

15.9

0 10 20 30 40 50

結婚のときに周囲の人が反対をする

家を購入するときなどは、同和地区や同じ小学校区域を避ける

身元調査が行われている

インターネット上に同和地区と称する地名や画像を掲載したり、
関係者を誹謗中傷する書き込みがある※

同和地区住民との付き合いを避ける

(MA%)

33.7

15.9

10.6

2.6

1.8

33.8

19.9

15.9

2.7

3.3

34.7

18.7

19.1

3.8

4.6

33.6

18.3

23.5

6.5

0 10 20 30 40

学校の授業で教わった

家族から聞いた

同和問題（部落差別）は知っているが、きっかけは覚えていない

テレビ・ラジオ・新聞・本などで知った※

講演会・研修会などで聞いた

(%)

※H25 年度調査で新たに設けた選択肢 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※H25 年度調査の「差別落書きや、インターネット上に差別的な書き込みがある」は、H30 年度調査では「公共施設などに差別的な落書きが

ある」と「インターネット上に同和地区と称する地名や画像を登載したり、関係者を誹謗中傷する書き込みがある」に分けて調査した。 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※H30 年度調査までは「当然、子供の意思を尊重する」 

※上位５項目 

※上位５項目 

54.9

52.8

52.1

52.3

10.5

16.0

16.9

18.8

1.4

2.2

2.2

2.8

2.1

2.7

2.9

2.3

22.1

24.7

22.9

21.4

9.1

1.6

2.9

2.2

子供の意思を尊重する※

反対だが、子供の意思であれば、仕方がない

家族や親せきに、反対意見があれば、結婚に反対する
絶対に、結婚には反対する

わからない 無回答
Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査
(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査
(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査
(回答者数=1,581)

(%)
0 20 40 60 80 100

県民意識調査▼ 

    同和問題（部落差別）に関する県民意識 



 

１４ 

 

 

問21 新型コロナウイルス感染症に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか 
（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問22 人権に関する様々な法律や県の条例について知っていますか（○はそれぞれ１つ） 

 

  

29.8

27.3

25.3

18.3

18.1

0 10 20 30 40

感染者やその家族、あるいは集団感染が発生した施設に
対して誹謗中傷が行われる

新型コロナウイルス感染症についての理解や認識が
十分でない

マスク着用やワクチン接種ができない人などに対して
誹謗中傷が行われる

医療施設や療養環境が十分でない

感染者やその家族の個人情報あるいは、集団感染が発生した
施設の情報がインターネット上に書き込まれる

(MA%)
Ｒ５年度調査(回答者数=1,356)

    人権全般について 

※上位５項目 

6.0

22.3

14.5

7.0

11.7

5.7

53.0

35.2

34.0

50.4

55.8

43.7

45.6

32.7

36.1

47.9

56.2

23.5

25.2

45.6

38.8

57.2

7.4

13.3

3.8

3.8

4.5

3.8

4.0

4.4

3.5

3.7

内容も知っている

内容は知らないが聞いたことはある

まったく知らない

無回答

１．障害者差別解消法

２．障害者雇用促進法

３．いじめ防止法

４．ヘイトスピーチ解消法

５．部落差別解消推進法

６．北朝鮮人権侵害対処法

７．男女雇用機会均等法

８．育児・介護休業法

(%)
0 20 40 60 80 100

Ｒ５年度調査(回答者数=1,356)

24.0

36.0

9.4

3.2

4.1

4.6

2.3

53.9

52.5

48.9

30.2

31.1

35.2

29.2

18.7

8.0

38.0

62.4

60.6

56.5

64.7

3.5

3.5

3.8

4.3

4.1

3.7

3.8

内容も知っている
内容は知らないが

聞いたことはある

まったく知らない

無回答

９．パワハラ防止法

10．児童虐待防止法

11．子どもの貧困対策法

12．和歌山県人権尊重の
社会づくり条例

13．和歌山県部落差別の解消
の推進に関する条例

14．和歌山県新型コロナウイ
ルス感染症に係る誹謗中
傷等対策に関する条例

15．和歌山県犯罪被害者等
支援条例

(%)
0 20 40 60 80 100

▼県民意識調査 

    



 

１５ 

 

問23 あらゆる人権問題に関する啓発活動の推進と情報発信の拠点である「（公財）和歌山県人権啓発 
センター」のことを知っていますか（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問24 すべての人の人権が尊重される社会の実現のため、和歌山県や(公財)和歌山県人権啓発センターで
は次のような取組を行っていますが、その中で関心があるのはどの取組ですか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.6

28.0

19.1

19.1

14.7

62.7

29.8

16.7

15.0

62.2

31.2

16.8

15.2

59.3

29.2

15.1

16.7

0 20 40 60 80

人権侵害を受けた人への相談や支援

テレビやラジオなどのメディアを使った啓発活動

ホームページやＳＮＳを使った啓発活動※

人権啓発イベント（ふれあい人権フェスタなど）の開催

ＮＰＯなどと連携を深め、その自主的・主体的な
人権尊重の活動を支援

(MA%)

9.3 37.2 50.3 3.2

知っている 名前は聞いたことがある 知らない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=1,356)

(%)
0 20 40 60 80 100

※R5 年度で新たに設けた選択肢 

県民意識調査▼ 

Ｒ５年度調査

(回答者数=1,356)

Ｈ30年度調査

(回答者数=1,549)

Ｈ25年度調査

(回答者数=1,361)

Ｈ20年度調査

(回答者数=1,581)

※上位５項目 



 

１６ 

 

 

 

      県内事業所における人権尊重の取組等を把握し、和歌山県の人権関係施策の基本的方向を検討す

るための基礎資料とする。 

         常用雇用者１０人以上の民営事業所 1,000 事業所 

         郵送による調査票の配布・回収 

         538 件（54.8％） 

         令和５年６月２日（金）～令和５年６月 30 日（金） 

 
 

回答事業所数＝538 事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1

0.0

5.9

14.3

1.3

0.2

7.6

12.3

3.3

0.4

0.9

4.8

1.3

27.5

2.2

1.5

9.9

5.4

0 10 20 30

農林漁業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

学術研究、専門・技術
サービス※

飲食店、宿泊業

生活関連サービス業、
娯楽業※

医療、福祉

教育、学習支援業

複合サービス事業
（郵便局、協同組合）

サービス業（他に分類
されないもの）

無回答

(%)

42.9

4.3

7.8

8.6

5.4

6.1

11.9

8.9

4.1

0 10 20 30 40 50

和歌山市

海南市・海草郡

紀の川市・岩出市

橋本市・伊都郡

有田市・有田郡

御坊市・日高郡

田辺市・西牟婁郡

新宮市・東牟婁郡

無回答

(%)

27.9

11.7

20.3

16.7

10.8

4.5

6.1

2.0

0 10 20 30

10～19人

20～29人

30～49人

50～99人

100～199人

200～299人

300人以上

無回答

(%)

事業所調査の実施概要 

調査目的 

調査対象 

調査方法 

有効回答数 

所在地 産業分類 

従業員規模 

回答事業所について 

調査期間 

※H25 年度調査で新たに設けた選択肢 



 

１７ 

 

 

問１ 人権に関する事柄で、貴社において、特に関心があることはどのようなことですか 
（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 人権に関する取組の中で、貴社において、特に取り組まれていることは何ですか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.4

50.6

44.2

37.9

33.3

60.3

39.3

29.9

22.7

28.1

35.4

50.2

38.7

23.8

38.1

54.4

45.8

30.8

43.0

0 20 40 60 80

職場におけるハラスメントの防止※

男女が共に能力を発揮できる職場づくり

個人情報の保護

高齢者の経験やノウハウを生かす職場づくり

公正な採用選考の実施

(MA%)

51.3

51.1

48.1

47.2

43.7

41.8

44.7

40.1

37.8

36.8

44.2

57.1

39.0

35.0

41.5

44.6

46.2

31.6

31.0

41.3

0 20 40 60

性別を問わず能力により職種や役職者を選考すること

採用にあたり応募者本人の能力や適性に関係のない事項
などの記載を求めたり、面接時に尋ねたりしないこと

職場におけるハラスメントやメンタルヘルスケア
などに関する相談窓口を設置すること

育児休業、介護休業等各種制度の整備を図るとともに、
取得しやすい環境づくりを推進すること※

継続雇用制度の導入を図ること

(MA%)

※H25 年度調査で新たに設けた選択肢 

※H25 年度調査までは「育児休業、介護休業等各種制度の整備を図ること」 

Ｒ５年度調査

(回答者数=538)

Ｈ30年度調査

(回答者数=519)

Ｈ25年度調査

(回答者数=520)

Ｈ20年度調査

(回答者数=509)

※上位５項目 

※上位５項目 

Ｒ５年度調査

(回答者数=538)

Ｈ30年度調査

(回答者数=519)

Ｈ25年度調査

(回答者数=520)

Ｈ20年度調査

(回答者数=509)

事業所アンケート▼ 

    人権に関する各事業所の取組 



 

１８ 

 

 

問３ 人権に関する取組の中で、貴社において、現在取り組んでいないが、今後取り組みたいことは何で
すか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 人権に関する取組は、主にどの部署で取り組まれていますか（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.3

15.2

14.5

13.9

12.8

18.1

18.5

14.8

21.8

13.7

13.3

15.2

15.2

24.0

14.6

10.0

10.0

8.4

9.8

12.6

0 10 20 30 40

定年制度の廃止、見直しを図ること

女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組
（ポジティブ・アクション）を推進すること

休業した労働者が円滑に職場復帰し、継続して
就業できるよう支援をすること

性別を問わず能力により職種や役職者を選考すること

社会貢献活動の実施又は参加を積極的に行うこと

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=538)

Ｈ30年度調査

(回答者数=519)

Ｈ25年度調査

(回答者数=520)

Ｈ20年度調査

(回答者数=509)

9.3

6.2

5.0

5.9

5.4

8.1

6.5

4.1

14.1

9.6

12.5

12.6

24.5

25.8

26.2

22.8

4.8

4.6

6.2

2.8

40.0

42.8

39.4

48.7

1.9

2.9

4.2

3.1

組織横断的な

委員会など

人権に関する業務を専門的に行う部署

企業の社会的責任（ＣＳＲ）を担当している部署が兼務

他の業務と兼務

している部署 その他

社内に担当する部署は

設けていない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=538)

Ｈ30年度調査
(回答者数=519)

Ｈ25年度調査
(回答者数=520)

Ｈ20年度調査
(回答者数=509)

(%)
0 20 40 60 80 100

※上位５項目 

▼事業所アンケート 



 

１９ 

 

問５ 人権に関する取組を通じ、社内の人権意識が高まることによる効果として、どのようなことがある
と考えられますか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 人権に関する取組をすすめる上での問題点は何ですか（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.2

48.9

35.1

34.6

32.2

50.3

45.1

36.2

38.7

26.6

44.2

44.0

32.1

35.2

31.5

38.9

42.2

29.3

36.1

23.0

0 20 40 60

職場の活性化につながる

人権侵害の防止につながる

勤労意欲が増進する

企業の社会的イメージの向上、信用確保につながる

個人の能力が発揮され、生産効率向上につながる

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=538)

Ｈ30年度調査

(回答者数=519)

Ｈ25年度調査

(回答者数=520)

Ｈ20年度調査

(回答者数=509)

※上位５項目 

※上位５項目 

※R5 年度調査で新たに設けた選択肢 

53.2

32.5

19.1

13.9

10.4

62.6

35.8

15.0

15.8

53.1

30.4

16.3

14.6

46.0

30.6

13.4

18.9

0 20 40 60 80

業務が多忙である

必要な知識やスキルを持った人材がいない

経費の増加が予想される（予算が限られている）

人権に対してあまり関心がない

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=538)

Ｈ30年度調査

(回答者数=519)

Ｈ25年度調査

(回答者数=520)

Ｈ20年度調査

(回答者数=509)

特にない※

事業所アンケート▼ 



 

２０ 

 

 

問７ 企業は利益の追求だけではなく、環境・安全・人権など社会に与える影響に配慮した行動をとる「企
業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social Responsibility）」の考え方について知っていますか
（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ ＣＳＲの考え方の中で、貴社において、重要な取組と認識されていることは何ですか 
（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.8

25.0

31.2

26.3

34.2

38.3

39.2

36.9

31.4

32.8

27.3

29.1

10.6

3.9

2.3

7.7

内容・意味について

よく知っている 言葉は聞いたことがある 知らない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=538)

Ｈ30年度調査
(回答者数=519)

Ｈ25年度調査
(回答者数=520)

Ｈ20年度調査
(回答者数=509)

(%)
0 20 40 60 80 100

83.0

57.7

53.2

51.9

49.7

74.5

24.3

35.3

28.0

26.7

83.1

28.7

36.3

39.3

29.0

65.8

14.6

26.7

35.1

28.9

0 20 40 60 80 100

コンプライアンス（法令遵守）

雇用・労働

社会貢献・地域貢献

安全・品質

個人情報保護・情報セキュリティ

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=312)

Ｈ30年度調査

(回答者数=329)

Ｈ25年度調査

(回答者数=366)

Ｈ20年度調査

(回答者数=322)

※上位５項目 

▼事業所アンケート 

    事業所におけるＣＳＲについての考え 



 

２１ 

 

 

 
問９ 職場におけるハラスメントに関する相談窓口を設置していますか（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10 過去３年間（令和２年４月～令和５年３月）で、職場におけるハラスメントに関する相談の延べ 
件数をお教えください（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問11 貴社において、職場におけるハラスメントの予防・解決のための取組を実施していますか 

（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

  

48.1

48.1

30.0

13.1

3.2

1.8

3.9

59.3

33.3

21.1

7.3

2.4

2.4

7.3

61.8

29.0

21.2

5.0

0.8

2.0

9.1

0 20 40 60 80

０件
（なかった）

あった

１～２件

３～５件

６～10件

11件以上

無回答

(%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=283)

Ｈ30年度調査

(回答者数=246)

Ｈ25年度調査

(回答者数=241)

59.5

47.4

48.1

14.5

16.8

13.1

22.9

29.5

35.0

3.2

6.4

3.8

実施している

現在実施していないが、取組を検討中

特に取組を

考えていない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=538)

Ｈ30年度調査
(回答者数=519)

Ｈ25年度調査
(回答者数=520)

(%)
0 20 40 60 80 100

49.4

45.9

42.7

3.2

1.5

3.7

34.4

48.9

49.2

13.0

3.7

4.4

社内に設置

会社とは独立した組織または人に委託

設置していない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=538)

Ｈ30年度調査
(回答者数=519)

Ｈ25年度調査
(回答者数=520)

(%)
0 20 40 60 80 100

事業所アンケート▼ 

    職場におけるハラスメントへの取組 



 

２２ 

 

 

問12 職場におけるハラスメントの予防・解決のためにどのような取組を実施していますか 
（〇はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13 職場におけるハラスメントの予防・解決を進める上で、どのようなことが課題だと思いますか 
（〇はいくつでも） 

 

 

  

68.1

48.1

44.4

42.2

39.4

63.8

36.2

40.7

37.4

29.3

53.6

38.8

32.4

38.4

31.2

0 20 40 60 80

就業規則など社内規定に盛り込む

会社の方針を定める

ポスター、リーフレット等の啓発資料での情報提供を行う

従業員を対象とした講演会や研修会を実施する

管理職を対象とした講演会や研修会を実施する

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=320)

Ｈ30年度調査

(回答者数=246)

Ｈ25年度調査

(回答者数=250)

31.6

24.3

19.9

19.1

16.5

34.5

23.3

26.2

18.3

15.8

26.0

23.8

21.3

18.5

11.5

0 10 20 30 40

従業員全般の理解が不足している

発生状況を把握することが困難である

職場におけるハラスメントに対応する際の
プライバシーの確保が難しい

経営者や管理職の理解が不足している

適正な処罰・対処の基準がわからない

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=538)

Ｈ30年度調査

(回答者数=519)

Ｈ25年度調査

(回答者数=520)

※上位５項目 

※上位５項目 

▼事業所アンケート 



 

２３ 

44.8

40.7

51.5

58.2

3.7

1.2

知っている 知らない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=538)

Ｈ30年度調査
(回答者数=519)

(%)
0 20 40 60 80 100

 

 

 
問14 平成28年４月に障害者差別解消法が施行されたことを知っていますか（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.2

20.3

18.3

1.7

9.1

4.6

46.5

2.9

22.7

15.6

11.8

0.9

14.7

8.5

46.0

0 10 20 30 40 50

手話、筆談、読み上げなど相手の障害
の状態に応じたコミュニケーションに
配慮している

視覚障害のある人や読み書きが苦手な
人に書類手続きをしてもらう際、本人
の要請に応じて代筆をする

聴覚障害のある人や会話が苦手な人が
問い合わせできるよう、連絡先に電話
番号だけでなく、ファックス番号や
メールアドレスも記載する

パンフレットを作成する際、音声コー
ドを添付するなど視覚障害がある人に
配慮している

会議やイベントを開催する際、スロー
プ、エレベータ、障害者用トイレや障
害者等用駐車区画が設置されている会
場を選んでいる

その他

特に行っていない※

無回答

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=241)

Ｈ30年度調査

(回答者数=211)

19.9

29.0

10.8

5.4

51.9

1.2

14.2

18.0

10.4

3.3

65.4

0.9

0 20 40 60 80

管理職を対象とした研修
会を実施している

従業員を対象とした研修
会を実施している

対応した相談事例などを
社内で共有している

その他

特に行っていない※

無回答

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=241)

Ｈ30年度調査

(回答者数=221)

問15 障害者差別解消法の施行後、貴社
においてどのような取組を実施し
ていますか（〇はいくつでも） 

問16 障害者差別解消法の施行後、どのような合理的
配慮を行っていますか（〇はいくつでも） 

 

※H30 年度調査は「特に取組は行っていない」 

※R5 年度調査で新たに設けた選択肢 

事業所アンケート▼ 

    障害者差別解消法に関する取組 



 

２４ 

 

 

 

問17 あらゆる人権問題に関する啓発活動の推進と情報発信の拠点である「(公財)和歌山県人権啓発 
センター」のことを知っていますか（いずれか１つに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問18 (公財)和歌山県人権啓発センターをどのように利用されていますか（〇はいくつでも） 

 

 

 

  

33.6

29.5

31.0

28.3

30.1

27.2

29.6

23.8

29.6

32.9

30.4

42.6

6.7

10.4

9.0

5.3

知っている 名前は聞いたことがある 知らない 無回答

Ｒ５年度調査
(回答者数=538)

Ｈ30年度調査
(回答者数=519)

Ｈ25年度調査
(回答者数=520)

Ｈ20年度調査
(回答者数=509)

(%)
0 20 40 60 80 100

※上位５項目 

47.8

26.8

19.5

15.7

7.9

42.2

33.3

25.5

16.0

8.2

40.0

38.7

22.2

17.8

7.9

0 10 20 30 40 50

人権に関する講演会や研修会に参加する

人権に関する啓発冊子を活用する

人権に関する情報をホームページで閲覧する

人権啓発イベント（ふれあい人権フェスタなど）に参加する

(MA%)

Ｒ５年度調査

(回答者数=343)

Ｈ30年度調査

(回答者数=294)

Ｈ25年度調査

(回答者数=315)

特に利用していない

▼事業所アンケート 

    (公財)和歌山県人権啓発センターの取組について 



 

２５ 

和歌山県では、人権に関する様々な相談窓口を開設しています。気がかりなことや困ったことな

どがあれば、一人で悩まずにご相談ください。 

内容 相談窓口 

人権全般 

同和問題 

（部落差別） 

（公財）県人権啓発センター 
【人権ホットライン 】☎073-421-7830 FAX 073-435-5421 相談日＝月～金曜 9:00～16:00 
【弁護士による法律相談】☎073-435-5420 （要予約）  

相談日＝奇数月：第２土曜、第４木曜、偶数月：第２・４木曜、時間はいずれも 13:00～16:00 

振興局からのオンライン相談も可 

和歌山ビッグ愛（注１）２階 

県庁人権局  ☎073-441-2563  FAX 073-433-4540  相談日＝月～金曜 9:00～17:45 

振興局総務県民課（電話番号は P26 をご参照ください） 相談日＝月～金曜 9:00～17:45 

こども 

・ 

若者 

【児童相談所全国共通ダイヤル】 ☎１８９（２４時間対応） 

児童相談所 相談日＝月～金曜 9:00～17:45   

 県中央児童相談所(注２)（子ども・女性・障害者相談センター）   
  ☎073-445-5312 和歌山市毛見 1437-218        

 県紀南児童相談所     県紀南児童相談所新宮分室   
  ☎0739-22-1588 田辺市新庄町 3353-9   ☎0735-21-9634  新宮市緑ヶ丘 2-4-8 

和歌山児童家庭支援センターきずな 
☎073-460-8044  和歌山市つつじが丘 7-2-1  相談日＝【電話】月～金曜 9:00～18:00  

       【面接】月～金曜 9:00〜17:00（要予約） 
くまのっ子児童家庭支援センターのこのこ 

☎0739-42-5515  西牟婁郡白浜町堅田 1484-1  相談日＝【電話・面接】9:00～17:45 

和歌山県教育委員会 
【教育相談電話】☎ 073-422-7000（和歌山市） ☎0739-23-1988（田辺市） 

相談日＝月～金曜（祝日・年末年始を除く） 9:00～12:00／13:00〜17:00 
【子供ＳＯＳダイヤル】☎073-422-9961（24 時間対応） 

県警察本部 少年課 
【いじめ等の少年問題】☎073-423-0110（代表） 相談日＝月～金曜 9:00～17:45   

若者総合相談 Ｗith Ｙou（ウィズ・ユー）  
☎（わかやま）073-428-0874 ☎（きのかわ）0736-32-0874 ☎（南紀）0739-24-0874  
相談日＝月～金曜 10:00～17:00       【メール】https://with-you-wakayama.jp 

心の悩み 

県精神保健福祉センター 
【こころの電話】☎073-435-5192  相談日＝月～金曜 9:30～12:00／13:00〜16:00 

【自殺防止相談はあとライン】☎0570-064-556  24 時間対応 

【ひきこもり相談いっぽライン】☎073-424-1713  相談日＝月～金曜 9:00～17:45 

和歌山ビッグ愛（注１）２階 

ＨＩＶ・ＡＩＤＳ 【エイズ夜間電話相談】☎073-474-3222  相談日＝火曜 19:00～21:00 

ハンセン病 
県庁健康推進課［ハンセン病相談窓口］ 

☎073-441-2643  FAX 073-428-2325  相談日＝月～金曜 9:00～17:45 

旧優生 

保護法 

県庁健康推進課 
☎073-441-2642  FAX 073-428-2325  相談日＝月～金曜 9:00〜17:45 

【メール】e0412001@pref.wakayama.lg.jp 

難病患者・ 

長期療養児 

県難病･こども保健相談支援センター（注２）（難病･子ども保健相談支援センター） 
☎073-445-0520  FAX 073-445-0603  相談日＝月～金曜 9:00～17:00 
和歌山市紀三井寺 811-1 県立医大病院３階 

医療的ケア児等 
県医療的ケア児等支援センター（県庁障害福祉課内） 

☎073-435-2030  FAX 073-432-5567  相談日＝月～金曜 9:00〜17:00（来所相談は要予約）  

犯罪被害者 

県庁県民生活課 
☎073-441-2350  相談日＝月～金曜 9:00～17:45 

(公社)紀の国被害者支援センター 
☎073-427-1000  相談日＝月～金曜 10:00～16:00、土曜 13:00～16:00 

 

 

 

外国人の 

生活 

県国際交流センター 外国人生活相談 
☎073-435-5240  FAX 073-435-5243 
【日 本 語 ・ 英 語 】相談日＝月・火・木・金・土・日曜 10:00～16:00 
【フィリピノ語・中国語】相談日＝月・木・土曜 10:00～16:00 
【ベ ト ナ ム 語 】相談日＝木・日曜 10:00～16:00 
（要予約）和歌山ビッグ愛（注１）８階 

人権に関する相談窓口一覧 



 

２６ 

内容 相談窓口 

ジェンダー・ 

DＶ・ 

性暴力等 

県ジェンダー平等推進センター（注２）（男女共同参画センター）"りぃぶる" 
☎073-435-5246 

【総合相談/男女とも】相談日＝【電話】火～日曜 9:00～20:00（日曜は 16:30 まで） 
 

【面接/女性のみ】相談日＝火～日曜 9:00～16:30（日曜は 15:00 まで）（要予約）  
【カウンセリング（電話・面接）/女性のみ】相談日＝原則、第２金曜・第４土曜 13:00〜15:40（要予約）  
【法律相談（面接）/女性のみ】相談日＝不定期 13:00～14:50（要予約） 
【男性相談（電話）/男性のみ】相談日＝第２水曜 16:00～19:30 
【LGBTQ 相談（電話・面接）】相談日＝第１土曜 14:00～18:00（要予約） 
 和歌山ビッグ愛（注１）９階   

県ＤＶ相談支援センター（注２）（子ども・女性・障害者相談センター） 
☎073-445-0793  
相談日＝【電話】9:00～22:00（受付は 21:30 まで）【面接】月～金曜 9:00～17:45（要予約） 
※振興局健康福祉部でも受け付けています。  

紀南ＤＶセンター 
☎0739-24-3322（24 時間対応） 

【ワンストップ支援センター全国共通ダイヤル】☎８８９１（24 時間対応） 
性暴力救援センター和歌山「わかやま mine（マイン）」 

☎073-444-0099 
相談日＝【電話】24 時間対応 【面接】月～金曜 9:00〜17:45（要予約） 

不妊の 

悩み 

【保健師による電話・メール相談】相談日＝【電話】月～金曜 9:00～17:45  
岩出保健所 ☎0736-61-0049  湯浅保健所 ☎0737-64-1294  田辺保健所 ☎0739-26-7952  

【メール】e0412004@pref.wakayama.lg.jp   
【医師による面接相談（要予約：上記保健所）】 

障害の 

ある人 

障害者権利擁護相談(弁護士相談） 
【和歌山弁護士会】 ☎073-422-4803  FAX 073-436-5322 

相談日は、年度によって異なりますので、詳細については、県庁障害福祉課へお問い合わせください。 
【県庁障害福祉課】 ☎073-441-2532  FAX 073-432-5567 

県発達障害者支援センター ポラリス 
☎073-413-3200 FAX 073-413-3020 相談日＝月～金曜 10:00～16:00（水曜の午前中を除く） 
和歌山市葵町 3-25 

成年 

後見 

県成年後見支援センター 
☎073-435-5248 相談日＝月～金曜 9:00～17:30  
和歌山ビッグ愛（注１）７階 県社会福祉協議会内 ※地域包括支援センター（注３）でも受け付けています。 

認知症 
認知症コールセンター 

0120-783-007  ☎073-432-7660  相談日＝月～土曜 10:00～15:00 
和歌山市新堀東 2-2-2 ほっと生活館しんぼり内 ※地域包括支援センター（注３）でも受け付けています。 

労働 

県労働相談室 
☎073-436-0735 和歌山市北出島 1-5-46 相談日＝火～金曜 16:00〜20:00、土・日曜 10:00〜16:00 

県労働委員会（要予約） 
☎073-441-3781  相談日＝第１・３水曜 13:00〜15:00 

警察 

安全 

県警察本部 広報県民課 
【犯罪被害・犯罪の未然防止・地域の安全と平穏に関する相談】 

#9110（プッシュ回線・携帯電話等） ☎073-432-0110（代表） 
※緊急を要する場合は 110 番（24 時間対応） 

 
【振興局】 

海草振興局総務県民課 

☎073-441-3344 FAX 073-432-7837 

 

那賀振興局総務県民課 

☎0736-61-0006 FAX 0736-61-0007 

 

伊都振興局総務県民課 

☎0736-33-4900 FAX 0736-33-4916 

有田振興局総務県民課 

☎0737-64-1257 FAX 0737-64-1256 

日高振興局総務県民課 

☎0738-24-2936 FAX 0738-24-2906 

西牟婁振興局総務県民課 

☎0739-26-7909 FAX 0739-26-7962 

東牟婁振興局総務県民課 

☎0735-21-9650 FAX 0735-21-9636 

  

  
※ 面接相談、弁護士相談は事前予約が必要です。 
※ 相談日については、祝日や年末年始などの対応が異なる場合がありますので、 

詳細は各窓口にお問い合わせください。 

（注１）和歌山ビッグ愛：和歌山市手平２－１－２ （注２）令和６年４月１日名称変更 
（注３）市町村が設置する高齢者の生活を支援する総合窓口 



 

２７ 

 

▼人権尊重への活動を一緒に進めませんか！ 

◆対象は？ 

  県内に事業所（支店等を含みます。）がある企業、ＮＰＯ及びその他の団体です。 

◆事業内容は？ 

    次のいずれかの活動を実施している、又はこれから実施しようとする企業・団体等の皆さんと県が和歌山

県人権尊重の社会づくり協定を結び、一緒になって人権尊重への活動を進めていくものです。 

①従業員等の人権意識高揚への活動 

    （例） ・従業員等を対象とする定期的な研修の実施 

  ・他機関が実施する人権研修や講演会等への参加支援 

  ・広報誌、社内誌、電子掲示板等による人権啓発 

  ・会議や朝礼を活用した人権啓発の実施 

②個別の人権課題に対する活動 

    （例） ・従業員等の個人情報や顧客情報の保護 

  ・定年延長や再就職の支援など高齢者の就労機会の確保への顕著な活動 

  ・育児・介護休業を取得しやすく、復帰しやすい環境整備への顕著な活動 

  ・女性が能力を発揮しやすくするための活動 

③その他人権尊重のための積極的な活動 

    （例） ・人権啓発ポスター等の掲示 

  ・人権相談担当者や人権相談窓口の設置 

  ・人権啓発強調月間等の設定 

 

▼協定を結ぶとどうなりますか？ 

①企業・団体で人権研修を実施する場合に講師派遣や人権啓発ＤＶＤの貸出を行います。（無料） 
研修テーマ（一例） 

○人権全般 ○ハラスメント（パワハラ・セクハラ） ○障害のある人の人権 

○同和問題 など 
       派遣講師・人権啓発ＤＶＤについてはこちらのＨＰよりご覧いただけます。 

     （公財）人権啓発センターＨＰ：http://w-jinken.jp/ 

②企業・団体の活動内容を県のホームページや情報誌などで広く紹介します。 

③人権に関する情報提供を行います。 

「人権に関する行事やイベント等のお知らせ」や「人権チェックリスト」を電子メールなどでご提供し

ます。 

④人権に関する活動の推進方法などについてご相談に応じます。 

 

 

 

  

和歌山県人権施策推進課 

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１ 

TEL:073-441-2566 FAX:073-433-4540 

又は最寄りの振興局総務県民課までお問い合わせください。 

問い合わせ先 

わかやま人権パートナーシップ推進事業のご案内 



 

２８ 

 

（公財）和歌山県人権啓発センターでは、各種啓発イベントの開催や啓発冊子の作成、図書・ＤＶＤの貸

出などさまざまな活動を行っています。さらに、地域や企業で実施している人権研修に講師の派遣や紹介も

行っていますので、ぜひご活用ください。 

また、人権に関することでお困りの方は、相談員が対応する人権ホットラインや弁護士による無料法律相

談もありますので、一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。 
 

◆施設紹介 

人権ギャラリー 

○各種資料展示 

○人権問題の研修会・展示会として無料貸出（内容による制限あり） 

○利用時間 月曜日～各種土曜日 午前 9時 30 分～午後 5 時 

（日曜、祝日、12／29～1／3 は休館） 

人権ライブラリー 

○人権に関する図書、資料 

小学生から大人まで学べる図書 5,000 冊以上 

○人権に関するビデオ・ＤＶＤ 

こども向けアニメからドラマ、企業向け研修用のものまで 500 本以上 

○人権ライブラリー利用時間 

月曜日～土曜日 午前 9時 30 分～午後 5 時 

（日曜、祝日、12／29～1／3 は休館） 

◆人権ホットライン 

一般相談 

○開設日時 
月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 4 時 
（日曜、祝日、12／29～1／3 は休み） 

○相談方法 
電話相談 TEL 073－421－7830（ﾅﾔﾐｾﾞﾛ） 

弁護士による無料法律相談 

○開設日時 
奇数月：第 2土曜日・第 4木曜日 
偶数月：第 2・4 木曜日 
※祝日の場合は、原則その翌日 
※時間は、いずれも午後 1時～午後 4 時 

○相談方法 
面接相談、県振興局と当センター間でのオンライン相談 
（お電話でご予約ください） TEL 073－435－5420 

 

  

【所在地】〒640－8319 和歌山県和歌山市手平２丁目１－２ 
県民交流プラザ  和歌山ビッグ愛２Ｆ 

【ＴＥＬ】073-435-5420     
【ＦＡＸ】073-435-5421  
【e-mail 】mail@w-jinken.jp 
【ＵＲＬ】https://w-jinken.jp 
 
 

（公財）和歌山県人権啓発センターのご案内 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権に関する県民意識調査及び事業所アンケート調査 

結果の概要 

令和６年３月 

発  行 和歌山県企画部人権局人権施策推進課 

        〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 

        電話(073)441-2566  FAX (073)433-4540 


